
別紙３

入札公告

次のとおり一般競争入札の手続きを開始します。

　令和６年　３月 １５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人愛知公園協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当者

１業務概要
(1)施設名　　　愛知県民の森　　　
(2)業務名　　　愛知県民の森のＡ重油の単価契約
(3)業務内容　　入札説明書による。　　　　
(4)契約期間　　令和６年４月１日から令和６年４月３０日まで
　　　　　　　但し、契約期間の満了の２週間前までに双方からの別段の意思　
　　　　　　　表示がなかったときは、更に１か月延長するものとし、以後こ
　　　　　　　の例により更新するものとする。なお、令和７年３月３１日
　　　　　　　を超えて更新しないものとする。

２競争入札参加資格
(1)地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当
 しない者であること。
(2)「物件の製造等に係る愛知県競争入札参加資格者名簿 (令和5年12月20日現在)」
に次の分類全てに登録されている者であること。

大分類 中分類 小分類 細分類
23燃料 02重油

(3)参加表明書提出の日から対象委託業務の落札決定までの間、愛知県会計局
 指名停止取扱要領又は愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止
 措置を受けていないこと。
(4)参加表明書提出の日から対象委託業務の落札決定までの間、「愛知県が行
 う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（愛知県知事等・愛知県
 警察本部長、平成２４年６月２９日締結）に基づく排除措置を受けていない
 こと。
(5)愛知県内に本店又は営業所を置いていること。
(6)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続開始
 の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）
 第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ
 と。
(7)国、地方公共団体が設置した施設において、過去5年間（平成30年4月1日
 から参加表明書を提出する前日まで。）に委託業務を受注した実績がある
 こと。
 　なお、受注実績の証明として、その委託業務に係る契約書等の写しを参加
 表明書と併せて提出すること。
 　但し、過去5年間（平成30年4月1日から参加表明書を提出する前日まで。）
 に公益財団法人愛知公園協会が管理する施設における委託業務の受注実績
 がある場合は、契約書等の写しの提出は免除する。

３入札手続等
(1)問い合わせ先
　 公益財団法人愛知公園協会　総務課　経理担当
　 〒461-0032　名古屋市東区出来町二丁目8番21号（愛知県出来町庁舎3階）
　 電話　052-935-5200
(2)入札説明書の配布方法、配布期間及び場所
 ア配布方法

01物品の製造・販
売

　 原則、電子メールにより送信する。
 　入札説明書の配布を希望する者は、下記メールアドレスにメールを送信す



 来所すること。
 イ配布期間

 日曜日及び休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時
 までを除く。）
 ウ配布場所
 　上記３(1)に同じ
(3)参加表明書を提出できる者の範囲
 　参加表明書を提出する時において、上記２(2)に掲げる入札参加資格の認
 定を受けている者とする。
(4)参加表明書の提出方法、期間及び場所
 ア提出方法
 　申し込みは、原則、郵送（令和６年３月２２日（金）午後５時必着）によ
 り提出するものとする。電送によるものは受付けない。なお、持参により提
 出する場合は、事前に下記提出先に電話連絡の上、持参すること。
 イ提出期間

 日曜日及び休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時
 までを除く。）
 ウ提出場所
 　上記３(1)に同じ
(5)業務内容に関する質問
 ア質問の受付期間及び受付方法
 　令和６年３月１５日（金）から令和６年３月２２日（金）（土曜日、日曜
　日及び休日を除く。）午後５時までに指定の様式でのFAXによる受付
 イ質問の回答日
 　令和６年３月２６日（火）午後５時までにFAXですべての入札参加資格者に
　回答する。詳細は、入札説明書による。
(6)入札書の提出方法、入札・開札日時及び場所
 ア提出方法
 　持参することにより提出するものとし、郵送及び電送によるものは受付け
 ない。　
 イ入札及び開札の日時
 　令和６年３月２７日（水）　午前１０時４０分
 ウ入札・開札の場所
　 公益財団法人愛知公園協会　会議室
　 〒461-0032　名古屋市東区出来町二丁目8番21号（愛知県出来町庁舎3階）

４その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
 　日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金
 　免除
(3)契約保証金
 　免除
(4)入札の無効
 　公益財団法人愛知公園協会財務規程事務処理要綱（平成１９年施行）第３６条
 第３項に該当する入札は、無効とする。

　 令和６年３月１５日（金）から令和６年３月２２日（金）まで（土曜日、

 電話番号を記載すること。連絡先電話番号に連絡後、入札説明書を送信する。
 メール送信日の翌日（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２
 ３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。)

 ※メールアドレス　a-park@eos.ocn.ne.jp
 　来所での配布を希望する場合は、事前に上記問い合わせ先に電話連絡の上、

　 令和６年３月１５日（金）から令和６年３月２２日（金）まで（土曜日、

 までに電話連絡がない場合は、上記問い合わせ先まで問い合わせること。

 ること。件名は「入札説明書の配布希望」とすること。入力欄に配布希望施
 設名、業務名（複数施設、複数業務記載可）、会社名、担当者名及び連絡先



(5)落札者の決定
 　公益財団法人愛知公園協会財務規程事務処理要綱（平成１９年施行）第３６条
 第９項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって
 有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約書作成の要否
 　要
(7)その他
 　1.本公告は、令和6年度予算の成立を前提に行うものです。
 　2.詳細は、入札説明書による。


